
・令和元年７月長野地方裁判所伊那支部に
土地買取の調停を申し立て、今年８月まで
計６回の調停が行われた。

・相手方と村の購入し得る金額とは差がまだまだあるとはいえ、価格交渉
について共通の土俵に立つことができた。

・しかしながら、新型コロナ感染症問題が発生。村としてはそちらの対策に
万全を尽くすべきで多額の公金は支出できない。コロナが終息するまで
調停を延ばすようお願いした。

・村の立場には理解を示してもらったが、具体的な買取金額の提示ができ
ない現状では調停は不成立として終了させるしかないとなった。

・村としても、今回の調停を不調とする決断に至った。

未来の世代が安心して住み続けられる地域を守るために――

宮田の環境を守る会通信
私たちは、宮田村大久保区に民間事業者が計画している、

放射性物質を含む廃棄物最終処分場の建設に断固反対します！
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8月5日全体会議を開催－村長より民事調停の説明を受ける－

以下、村からの説明要旨

村が事業者に対して土地買取を求めた民事調停は不成立に！

宮井訓会長から皆様へ

調停は今回不成立とはなりましたが、最終処分場建設
絶対反対、建設断念を勝ち取るべき活動をしてまいります。

皆さんと一緒になって宮田村の自然、子供たちの安心
安全を守るためにご協力をお願いいたします。



反対署名１１万人にあと一息
【現在・・109,839人分】

さらなる上積みに取り組んでいきます！！

故郷の自然を守る反対運動は続きます

今後の活 動へご協力を

宮田の環境を守る会ウェブサイト リニューアル！！
【新ウェブサイトURL】https://miyadakankyo.jimdofree.com/

発行：宮田村の環境を守る会

会長：宮井 訓(村議会）
miyadakankyo@gmall.com

ホームページ
ＱＲコード

読み取って閲覧
してね！

・ホームページ、通信を通じて、村内、村外へ情報の発信
・反対署名11万人にあと一息、さらなる上積みへの取り組み
・「今どうなってるの？これからは？」等各種団体の集会で
お話をします。ご連絡をお願いします。

・地下水観測の継続、大気・土壌観測の開始
・反対看板、のぼり旗の補修、新規作成 など。。。

今後の取り組み内容

解体工事の連絡

8月20日、事業者代理人を通じて解体工事を施工するとの連絡
がありました。守る会としては、解体に関してH27年11月～H30年
2月までの申入、交渉（回答）の経過を認識したうえで、解体工事
説明会の開催等を通じて、信頼関係の構築を要求します。
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